
厚生労働省・都道府県労働局 

くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業が 
公共調達で有利になります！ 

各府省等が総合評価落札方式又は企画競争による調達によって公共調達を実施する場合は、「次世

代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた企業（くるみん認定企業・プラチ

ナくるみん認定企業）などを加点評価するよう、国の指針において定められました※1。 
 
また、地方公共団体も国に準じた取組を実施するよう努めることとされています。 

公共調達における加点評価の仕組みは、各府省等において原則平成28年度中に開始する予定です。 

  公共調達における加点評価のポイント 

各府省等は、公共調達において、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価し、

これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式又は企画競争による調達を行

うときは、くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推

進企業を評価する項目を設定することとしています。 
 

 くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業などの評価項目である「ワーク・ライフ・バ

ランス等の推進に関する指標」が総配点に占める評価割合を定めた上で、くるみん認定企業

やプラチナくるみん認定企業の配点を定める※２。 
  

＜内閣府が示している参考配点例＞（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業分） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

※１ 「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」 
   （内閣府ＨＰ）http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/wlb_torikumi.html 
※２ 配点割合も含めた加点評価の詳細については、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省等   
   において定められます。 
※３ 女性活躍推進法や若者雇用促進法に基づく認定など、複数の認定等に該当する場合は、最も  
   配点が高いものにより加点が行われます。 
 
 

従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その行動計画に定めた目標を達成す
るなど一定の要件を満たした企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定（くるみん
認定）を受けることができます。 
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定（プラチナ
くるみん認定）を受けることができます。 
 
認定・特例認定を受けた企業は、子育てサポート企業として認定マーク 
が付与され、商品、広告などに付けることができます。 
また、認定・特例認定を受けた企業には、税制優遇措置があります。 
 

※認定基準や制度の詳細については、裏面及び以下を参照ください。 
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ 

  

  

評価項目例 認定の区分※３ 

総配点に占める割合 
（評価の相対的な重要度等に応じ配点） 

＜配点例＞ 

10％の場合 ５％の場合 ３％の場合 

ワーク・ライフ・バ
ランス等の推進に関
する指標 

くるみん ５％ ２％ １％ 

 

プラチナくるみん ９％ ４％ ２％ 

事業主の皆さまへ 

プラチナくるみん くるみん 

＜ 認定マーク ＞ 

くるみん認定・プラチナくるみん認定について 
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くるみん認定基準及びプラチナくるみん認定基準 

くるみん 
認定基準 

    プラチナくるみん 
  認定基準 

 
１ 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切  
  な行動計画を策定したこと 
 
２ 行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること 
 
３ 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと 
 
４ 平成２１年４月１日以降に策定・変更した行動計画につい 
  て、公表および労働者への周知を適切に行っていること 

 

５ 計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得し 
  た者が１人以上いること 

 

   ＜従業員数300人以下の企業の特例＞ 

    上記５を満たさない場合でも、①～④のいずれかに該当すれば 

      基準を満たす。 

    ① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいる   

   （１歳に満たない子のために利用した場合を除く）。 

    ② 計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短 

    縮措置を利用した男性労働者がいる。 

    ③ 計画の開始前３年以内の期間に、育児休業等を取得した男性 

    労働者がいる。 

    ④ 計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない 

    場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫につ 

    いての子育てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性 

    労働者がいる。 

 
６ 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、 
     ７５％以上であること 
                                       
       ＜従業員数300人以下の企業の特例＞ 

   計画期間内の女性の育児休業等取得率が７５％未満だった場合 

   でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わ 

   せて計算したときに、女性の育児休業等取得率が７５％以上で 

   あれば基準を満たす。 
 
７ ３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育  
  児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所 
  定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる 
  制度」を講じていること 
 
８ 次の①～③のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実  
  施していること 
    ① 所定外労働の削減のための措置 
    ② 年次有給休暇の取得の促進のための措置 
    ③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働   
    き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための 
    措置 
 
９ 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な           
  事実がないこと 

 
１～４ くるみん認定基準１～４と同一 

 
５ 計画期間において、男性労働者のうち、 
  ① 配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を 
    取得した者の割合が１３％以上 
  ② 配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を  
    取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休 
    暇制度を利用した者の割合が３０％以上、かつ、育 
    児休業等をした者１人以上 
         のいずれかを満たすこと。 
 
  ＜従業員数300人以下の企業の特例＞ 

   計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似  
   した企業独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、く 

   るみん認定５基準①、②、④もしくは「計画の開始前3年間   
   に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が13%以上」 
   のいずれかに該当すれば基準を満たす。 

  

６・７ くるみん認定基準６・７と同一 
 
８ くるみん認定基準８①～③すべてに取り組み、①又は②  
  について数値目標を定めて実施し、達成するとともに、 
  （１）計画期間終了前直近１年間の平均週労働時間が 
     ６０時間以上の労働者の割合が５％以下 
  （２）計画期間終了前直近１年間の平均月労働時間が 
       ８０時間以上の労働者の割合が１人もいないこと 
             のいずれかを満たすこと。 
 
９ 計画期間において、 

    ① 子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日  
    まで継続して在職（育休中を含む）している者の  
    割合が９０％以上 
  ② 子を出産した女性労働者及び子を出産する予定で 
    あったが退職した女性労働者のうち、子の１歳誕  
    生日まで継続して在職（育休中を含む。）してい  
    る者の割合が５５％以上 
   のいずれかを満たすこと。 
 
    ＜従業員数300人以下の企業の特例＞ 

  上記９①又は②に該当しない場合でも、計画期間とその開始  
  前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、①   
  又は②を満たせば基準を満たす。 

 
１０ 育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就 
   業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形 
   成のための支援などの取組の計画を策定し、これを実 
   施していること 
 
１１ くるみん認定基準９と同一 

■ くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けるためには、都道府県労働局への申請が必要です。 

  認定基準や制度の詳細については、以下のＵＲＬをご覧ください。 

   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ 
 

   一般事業主行動計画の策定等に関するお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）まで。 

   http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/03/dl/tp0331-1a.pdf で検索 雇用環境・均等部（室） 
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